
年 金
だより

　
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入

し
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
時
や
、

い
ざ
と
い
う
時
の
生
活
を
、
み
ん
な
で

支
え
よ
う
と
い
う
制
度
で
す
。
ご
自
身

が
高
齢
に
な
り
、
働
け
な
く
な
っ
た
時

だ
け
で
な
く
、
病
気
や
事
故
で
障
害
が

残
っ
た
場
合
な
ど
に
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
20
歳
に
な
っ
て
か
ら
お
お
む
ね
２
週

間
以
内
に
案
内
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

納
付
方
法
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

（
す
で
に
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加

入
し
て
い
る
方
に
は
送
付
さ
れ
ま
せ

ん
。）

　
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く

と
、
年
金
の
給
付
を
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
の
支
払
い
が

困
難
な
場
合
は
、「
学
生
納
付
特
例
」

や
「
納
付
猶
予
」
な
ど
の
制
度
を
利
用

し
て
受
け
と
る
権
利
を
確
保
し
ま
し
ょ

う
。学

生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
の
方
は
、
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。
申
請

の
際
に
、
学
生
証
の
写
し
、
ま
た
は
在

学
証
明
書
が
必
要
で
す
。

納
付
猶
予
制
度

　
学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、
本

人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

問
合
せ
先

保
険
年
金
課

　
☎
51
―
６
６
２
８

高
岡
年
金
事
務
所

　
☎
21
―
４
１
８
０

　
（
音
声
案
内
②
↓
②
番
）

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

知っ 情報!得
　
冬
は
電
気
や
ガ
ス
、
石
油
な
ど
を
使
っ
た
暖
房
器
具
の
使
用
頻
度
が
増
え
ま
す
。
身

近
な
製
品
の
中
に
は
、
使
用
方
法
を
誤
る
と
「
製
品
事
故
」
が
起
こ
る
危
険
性
が
あ
り

ま
す
。

こ
ん
な
製
品
事
故
が
発
生
！

事
故
防
止
の
た
め
に

冬の製品事故に注意！
消費生活 第102回

射
水
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
生
活
安
全
課
内
）

月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

☎
52
ー
７
９
７
４

富
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
高
岡
支
所

　
（
高
岡
市
御
旅
屋
町
１
０
１
番
地　
御
旅
屋
セ
リ
オ
５
Ｆ
）

月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

☎
25
ー
２
７
７
７

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン　
☎
１
８
８

問
合
せ
先

冬
の
製
品
事
故
に
気
を
付
け
よ
う

● 

石
油
暖
房
器
具
を
点
火
し
た
ま
ま
、
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
タ
ン
ク

を
抜
き
、
給
油
後
設
置
し
よ
う
と
ひ
っ
く
り
返
し
た
と
こ
ろ

ふ
た
の
締
め
付
け
が
不
十
分
で
、
灯
油
漏
れ
が
生
じ
、
灯
油

が
燃
焼
部
分
に
か
か
っ
て
火
災
が
発
生
。

● 

電
気
ス
ト
ー
ブ
の
電
源
コ
ー
ド
を
家
具
な
ど
で
踏
み
つ
け
て
い
た
り
、
無
理
な
力
を

加
え
た
た
め
断
線
し
、
発
火
。

● 

石
油
暖
房
器
具
の
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
タ
ン
ク
へ
の
給
油
は
、
必
ず
火
を
消
し
て
か
ら
行

う
。

● 

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
タ
ン
ク
の
ふ
た
が
完
全
に
締
ま
っ
て
い
る
か
確
認
す
る
。

● 

外
出
の
際
は
、
電
源
を
切
り
、
電
源
プ
ラ
グ
を
抜
く
。

● 

電
源
コ
ー
ド
や
電
源
プ
ラ
グ
に
傷
や
ふ
く
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
使
用
を
中
止
す
る
。

　
異
常
を
感
じ
た
ら
使
用
を
中
止
し
、
長
期
使
用
の
場
合
は
、
製
品
の
買
い
替
え
も
検

討
し
ま
し
ょ
う
。

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
！

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
は
、
パ
ソ
コ

ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
い
つ
で
も
ご

自
身
の
年
金
記
録
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、

ご
自
身
の
年
金
記
録
か
ら
様
々
な
条
件
を

設
定
し
た
上
で
、
年
金
見
込
額
の
試
算
を

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
ま
た
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
連
携
す
る
と

年
金
の
申
請
や
通
知
書
の
受
け
取
り
を
オ

ン
ラ
イ
ン
で
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▲日本年金機構
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